
府

令

省

令

告

示

平成™›年˜™月š日 月曜日 第œ š 号官 報
〇
内
閣
府
令
第
七
十
五
号

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十

五
号
）
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
総

合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

内
閣
府
令

沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令

第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
四
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
五
号

か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
に

関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
四
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

別
表
第
二
十
八
類
の
項
下
欄
第
十
二
号
中
「
柄
付
き
補

虫
網
」
を
「
柄
付
き
捕
虫
網
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
七
類
の
項
下
欄
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。十

衣
類
乾
燥
機
の
貸
与

衣
類
脱
水
機
の
貸
与

鉱
山
機
械
器
具
の
貸
与

洗
車
機
の
貸
与

電
気

洗
濯
機
の
貸
与

土
木
機
械
器
具
の
貸
与

排
水

用
ポ
ン
プ
の
貸
与

モ
ッ
プ
の
貸
与

床
洗
浄
機

の
貸
与

別
表
第
三
十
九
類
の
項
下
欄
第
十
一
号
中
「
航
空
機
の

貸
与
」
を
「
航
空
機
の
貸
与

航
空
機
用
エ
ン
ジ
ン
の
貸

与
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
十
類
の
項
下
欄
第
十
号
中「
パ
ル
プ
製
造
用
、

製
紙
用
又
は
紙
工
用
の
機
械
器
具
の
貸
与
」
を
「
パ
ル
プ

製
造
用
、
製
紙
用
又
は
紙
工
用
の
機
械
器
具
の
貸
与

ボ

イ
ラ
ー
の
貸
与
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
係
属
中
の
商
標
登
録
出
願
等
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
許
庁
に
係
属
し
て
い

る
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商

品
及
び
役
務
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
商
標
登
録
出

願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決

が
確
定
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
宮
内
庁
告
示
第
十
二
号

平
成
二
十
五
年
新
年
祝
賀
の
儀
を
次
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
。平

成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

宮
内
庁
長
官

風
岡

典
之

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
宮

中
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
祝
賀
を
お
受
け
に
な
る
。

一

午
前
十
時

皇
太
子
、
皇
太
子
妃
、
親
王
、
親
王
妃
、
内
親
王

及
び
女
王

二

午
前
十
一
時

内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、内
閣
官
房
副
長
官
、

副
大
臣
、
内
閣
法
制
局
長
官
及
び
内
閣
法
制
次
長
並

び
に
以
上
の
者
の
配
偶
者

衆
議
院
及
び
参
議
院
の
議
長
、
副
議
長
、
議
員
、

事
務
総
長
、
事
務
次
長
、法
制
局
長
及
び
法
制
次
長
、

衆
議
院
調
査
局
長
並
び
に
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長

及
び
副
館
長
並
び
に
以
上
の
者
の
配
偶
者

最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
、
最
高
裁

判
所
事
務
総
長
及
び
最
高
裁
判
所
事
務
次
長
並
び
に

高
等
裁
判
所
長
官
並
び
に
以
上
の
者
の
配
偶
者

三

午
前
十
一
時
三
十
分

特
記
し
た
認
証
官
以
外
の
認
証
官
及
び
各
省
庁
の

事
務
次
官
等
で
宮
内
庁
長
官
の
指
定
す
る
者
並
び
に

都
道
府
県
の
知
事
及
び
議
会
議
長
並
び
に
以
上
の
者

の
配
偶
者

四

午
後
二
時
三
十
分

各
国
の
外
交
使
節
団
の
長
及
び
そ
の
配
偶
者

〇

参
列
者
は
、
各
時
刻
の
十
五
分
前
ま
で
に
皇
居
に
参

入
の
こ
と
。

服
装男

子

燕
尾
服
、
紋
付
羽
織
袴
又
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
制
服
等（
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ト
も
可
）

女
子

ロ
ン
グ
ド
レ
ス
、
白
襟
（
白
羽
二
重
の
襟

を
重
ね
る
）
紋
付
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

制
服
等

勲
章
着
用

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号

厚
生
年
金
保
険
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

第
三
十
一
条
の
二
及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
及
び
国
民
年
金
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

三
井

辨
雄

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
及
び
国
民
年
金
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
五
十
八
歳
」
を
「
五
十

九
歳
」
に
改
め
る
。

一

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生

省
令
第
三
十
七
号
）
第
十
二
条
の
二
第
二
項

二

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令

第
十
二
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項

附
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行

規
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
以
後
に
五
十
九
歳
に
達
す
る
同
項
の
被
保
険

者
（
同
日
前
に
五
十
八
歳
に
達
し
た
も
の
を
除
く
。）に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
五
十
八
歳
に
達
し
た
同
項

の
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則

第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
以
後
に
五
十
九
歳
に
達
す
る
同
項
の
被
保
険
者

（
同
日
前
に
五
十
八
歳
に
達
し
た
も
の
を
除
く
。）に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
五
十
八
歳
に
達
し
た
同
項
の

被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
八
十
七
号

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
第

一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
類
の
項
下
欄
第
十
二
号
中
「
試
験
紙
」を「
試

験
紙
（
医
療
用
の
も
の
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
類
の
項
下
欄
第
三
号
中
「
医
療
用
油
紙
」
を

「
医
療
用
試
験
紙

医
療
用
油
紙
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
類
の
項
下
欄
第
二
十
号
中
「
金
属
製
靴
ぬ
ぐ

い
マ
ッ
ト

金
属
製
立
て
看
板
」
を「
金
属
製
立
て
看
板
」

に
改
め
る
。

別
表
第
八
類
の
項
下
欄
第
八
号
中
「
五
徳

殺
虫
剤
用

噴
霧
器
（
手
持
ち
工
具
に
当
た
る
も
の
に
限
る
。）」を「
殺

虫
剤
用
噴
霧
器（
手
持
ち
工
具
に
当
た
る
も
の
に
限
る
。）」

に
、「
火
消
し
つ
ぼ

火
ば
し
」
を
「
火
ば
し
」に
改
め
る
。

別
表
第
九
類
の
項
下
欄
第
十
一
号
を
削
り
、
同
項
下
欄

第
十
二
号
を
同
項
下
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
十

三
号
か
ら
同
項
下
欄
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

別
表
第
二
十
一
類
の
項
下
欄
第
十
一
号
中
「
こ
て
台
」

を
「
こ
て
台

五
徳
」
に
、「
は
え
た
た
き
」
を
「
は
え
た

た
き

火
消
し
つ
ぼ
」
に
改
め
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
二
十
四
年
財
務
省
令
第
六
十
五
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

三
井

辨
雄

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

労
働
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
の
十
三
第
二
号
ハ
中
「
第
十
八
条
の
二
十
一
第

十
三
項
」
を
「
第
十
八
条
の
二
十
一
第
十
四
項
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
四
日
か
ら
施
行

す
る
。
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